
令和２年５月２８日 

 
 

保 護 者 各 位 

生徒のみなさんへ 

学校法人 興國学園 

興 國 高 等 学 校 

学校長 草島 葉子 

 

令和２年度 １学期 「授業再開」 のお知らせ 

 

拝啓  向暑の候  保護者の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本校の教育活動に多大なるご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、３月上旬より継続してまいりました「休校措置」を大阪府

の指針に基づき、６月１日（月）より解除し、授業を再開させていただきます。 

なお、今後の学校生活における感染リスクを少しでも抑えるため、本校ではできる限りの策を講じてまいりま

す。生徒の皆さんにおかれましても、下記を一つ一つ丁寧に読み込み、ルールを遵守すると共に、周りの方々に

配慮したマナーの向上に努めてください。 

末筆になりましたが、これまでの保護者の皆様方のご理解とご協力に深く感謝申し上げます。 

敬 具 

 

記 
 
⑴ 分散授業の期間と時間割 

 ６月１日（月）～６月１２日（金）までは、以下の時間割で「分散授業」を実施します。 

 登校（9:30 まで） ／ 朝礼（9:35～9:50） ／ 授業（２限目～６限目） ／ 終礼・完全下校※（15:10～） 

 ※ クラブ活動は、依然として停止します。 
 
なお、ご家庭の事情やご意向を優先していただき、登校を見送られる場合は「公欠扱い」といたします。 

 

 

⑵ 分散授業の登校日 

   Aグループ  … 各クラスの出席番号が「奇数」の生徒 
 

   Bグループ  … 各クラスの出席番号が「偶数」の生徒 
   

 
6/1（月） 6/2（火） 6/3（水） 6/4（木） 6/5（金） 6/6（土） 

登 校 

グループ 

Aグループ 

（２限～６限） 

Bグループ 

（２限～６限） 

Aグループ 

（２限～６限） 

Bグループ 

（２限～６限） 

Aグループ 

（実力テスト） 

Bグループ 

（実力テスト） 

 6/8（月） 6/9（火） 6/10（水） 6/11（木） 6/12（金） 6/13（土） 

登 校 

グループ 

Bグループ 

（２限～６限） 

Aグループ 

（２限～６限） 

Bグループ 

（２限～６限） 

Aグループ 

（２限～６限） 
自宅研修 ４週６休日 

   

   ※ 6/5（金）・6/6（土）の「実力テストの時間割」は、別紙でご確認ください。 

※ 6/12（金）は、一部のクラスにおいて模擬試験を実施します。 詳細は、担任より連絡いたします。 

   ※ 登校日でない日は、各ご家庭で「学習課題」や「オンライン授業」に取り組んでください。 



⑶ 授業再開における安全対策 

◎ 各フロア・各教室の換気の徹底 

  熱中症を予防するため各教室のエアコンは使用しますが、各教室の換気は常時行います。 

  なお、すべての教室のエアコンは、業者による清掃を完了しております。 
 
◎ 衛生管理の推進 

   各手洗い場に「ハンドソープ」を常備しておりますので、こまめに手洗いをするようお願いします。 

   なお、各所に「消毒薬」を配備しておりますが、諸般の事情により数量には限りがございます。 

頻繁に消毒をされたい方は「個人用の消毒薬」をお持ち込みいただき、各自でご使用ください。 
 
◎ マスクの着用 

   生徒諸君だけでなく、教職員も授業中を含め常時マスクを着用します。 
 
◎ 本キャンパスの食堂（オークワン）の利用 

   衛生管理を徹底した上で、通常通りの営業をいたします。 
 
◎ オンリーワンキャンパスの食堂（オンリーワンカフェ）の利用 

   スペースを拡大（テラスの開放・エントランスの利用）して、通常通りの営業をいたします。 

 

 

⑷ 安全面を最大限に考慮した厳守事項（ルール） 

① 登下校中はもちろんのこと、校内においても常にマスク（手作り可・色や柄は不問）を着用すること。 

② 通学路において、コンビニや飲食店を利用したり、店内へ立ち入ったりすることも禁止します。 

 ③ 飲み口に、直接触れていなくとも飲料水の回し飲みを禁止します。 

 ④ 筆記用具を始め、直接手に触れる物の貸し借りを禁止します。 

 ⑤ 担任の許可を得て保健室を訪れる場合でも、入室する前に養護教諭の判断を必要とします。 

 ⑥ 休憩時間は不必要な退室を避けること。 また、他クラスへの出入りは禁止します。 

 

 

⑸ 徹底するべき事項（マナー） 

 ① 起床後に検温を行い、発熱や体調不良のある場合は登校することなく、速やかに医療機関の診察を受ける。 

 ② 公共交通機関を利用する際は、「つり革」や「手すり」に触れないようにする。 

 ③ 公共交通機関の車内で、たとえ友人に出会ったとしても大きな声で会話をしないよう配慮する。 

 ④ 寺田町駅から学校までの通学路においても、友人と近距離で歩いたり、会話をしたりすることは避ける。 

 ⑤ 校内においてもソーシャルディスタンスを意識し、友人同士であっても不必要な会話は避ける。 

 ⑥ HR 教室内において、制カバンを机やイスの上には置かず、机のフックに掛けるようにする。 

 ⑦ 学校生活においても、手洗いを励行し、持参したハンカチを使用する。 

 

 

⑹ 今後の「教育活動」および「学校行事」 

 ① 6/15（月）より、安全面に最大限の配慮をしながら「通常授業」ならびに「クラブ活動」を再開いたします。 

② 別紙の「学校行事予定表」をご参照ください。 

以 上 


